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（
総
務
委
員
会
）

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
法
案
（
閣
法
第
九
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
日
本
郵
政
公
社
法
を
施
行
す
る
た
め
、
日
本
郵
政
公
社
の
設
立
の
準
備
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
同
法
の
施

行
の
た
め
の
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
同
法
の
施
行
に
伴
い
、
簡
易
生
命
保
険
特
別
会
計
法
等
の
廃
止
そ
の
他
の
関
係
法
律

の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
郵
政
公
社
法
の
施
行
の
た
め
の
措
置

１

総
裁
等
と
な
る
べ
き
者
の
指
名
等

総
務
大
臣
は

日
本
郵
政
公
社
法

以
下

公
社
法

と
い
う

の
施
行
日
前
に

日
本
郵
政
公
社

以
下

公
社

、

（

「

」

。
）

、

（

「

」

と
い
う

）
の
総
裁
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
し
、
及
び
設
立
委
員
を
命
ず
る
。

。

２

設
立
委
員

総
務
大
臣
に
命
じ
ら
れ
た
設
立
委
員
は
、
公
社
法
の
施
行
日
前
に
、
公
社
の
設
立
準
備
を
完
了
し
、
そ
の
旨
を
総
務
大

臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
指
名
さ
れ
た
総
裁
と
な
る
べ
き
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
員
の
身
分
引
継
ぎ
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公
社
法
の
施
行
の
際
現
に
郵
政
事
業
庁
等
の
職
員
で
あ
る
者
は
、
同
法
の
施
行
日
に
公
社
の
職
員
と
な
る
。

４

権
利
義
務
の
承
継

イ

公
社
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
総
務
省
設
置
法
に
掲
げ
る
郵
政
事
業
に
係
る
事
務
に
関
し
国
が
有
す
る
権
利
及

び
義
務
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
等
を
除
き
、
そ
の
時
に
お
い
て
公
社
が
承
継
す
る
。

ロ

公
社
法
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
の
資
産
及
び
債
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
公
社
が

承
継
す
る
。

二
、
日
本
郵
政
公
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

簡
易
生
命
保
険
特
別
会
計
法
等
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
法
、
郵
便
法
、
簡
易
生
命
保
険
法
等
に
つ
い
て
、
業

務
の
実
施
主
体
を
総
務
大
臣
か
ら
公
社
に
改
め
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
関
係
法
律
の
整
備
を
行
う
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
社
の
設
立
準
備
に
関
す
る
規
定
等
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
日
本
郵
政
公
社
法
案
を
修
正
す
る
こ
と
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
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を
行
う
修
正
が
行
わ
れ
た
。


